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新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 
新旧対照表 

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例 

平成１９年３月１日 

条例第８号 

 

 

（設置） 

第１条 新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成１９年新潟県後期高齢

者医療広域連合条例第７号。以下「情報公開条例」という。）に基づく情報公開

制度及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」と

いう。）、個人情報保護法施行条例（令和５年条例第 号。以下「法施行条例」

という。）に基づく個人情報保護制度の公平かつ適正な運営を推進するため、新

潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」と

いう。）を設置する。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。 

  

(2) 行政文書 実施期間の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真 

（これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。）及び電磁的記録で 

あって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実機機関が保 

有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目

的として発行されるもの 

イ 実施機関が定める機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研 

究用の資料として特別の管理がされているもの 

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で

あって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するものとして、当

該実施機関が保有しているもの（行政文書に記録されているものに限る。）を

いう。 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例 

平成１９年３月１日 

条例第８号 

 

 

（設置） 

第１条 新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成１９年新潟県後期高齢

者医療広域連合条例第７号。以下「情報公開条例」という。）に基づく情報公開

制度及び新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成１９年新潟県後

期高齢者医療広域連合条例第９号。以下「個人情報保護条例」という。）に基づ

く個人情報保護制度の公平かつ適正な運営を推進するため、新潟県後期高齢者医

療広域連合情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を設置す

る。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。  

(1) 実施機関 情報公開条例第２条第１号及び個人情報保護条例第２条第４号に

規定する実施機関をいう。 

(2) 行政文書 情報公開条例第２条第２号及び個人情報保護条例第２条第６号に

規定する行政文書をいう。 

 

 

 

 

 

 

(3) 保有個人情報 個人情報保護条例第２条第７号に規定する保有個人情報                                                                                                                                            

をいう。 
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（所掌事務） 

第３条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) （略） 

(2) 法第１０５条及び新潟県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に

関する条例（令和５年条例第 号）第４５条に規定する審査請求に関して実施

機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。 

(3) （略） 

（削る） 

 

(4) （略） 

２ （略） 

（所掌事務） 

第３条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) （略） 

(2) 個人情報保護条例第３３条 に規定する審査請求に関して実施機関の諮問に

応じて調査審議し、答申すること。 

 

(3) （略） 

(4) 前２号に掲げるもののほか、個人情報保護条例の規定によりその権限に属さ

せられた事項を処理すること。 

(5) （略） 

２ （略） 

  

 

附 則 

（施行期日） 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  

 


